
   

さいたま市浦和区区制施行２０周年記念デザイン使用取扱要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、さいたま市浦和区区制施行２０周年記念デザイン（以下

「浦和区２０周年デザイン」という。）を使用する場合の取扱いに関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 （浦和区２０周年デザイン等）  

第２条 浦和区２０周年デザインの形状及び色彩は、別に定めるさいたま市浦

和区区制施行２０周年記念デザインマニュアルのとおりとする。 

 （使用できる者） 

第３条 次に掲げる場合を除き、何人も浦和区２０周年デザインを使用するこ

とができる。 

 ⑴ 営利を目的として使用する場合 

 ⑵ 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのある場合 

 ⑶ 自己の商標、意匠等とする、独占的に使用する、又は使用するおそれの

ある場合 

 ⑷ 特定の個人、企業、政党、宗教団体等を支援又は公認しているような誤

解を与え、又は与えるおそれのある場合 

 ⑸ 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合 

 ⑹ 第三者の利益を害するものと認められる場合 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、その使用が著しく不適当と認められる場合 

 （使用手続） 

第４条 浦和区２０周年デザインを使おうとする者（以下この条において「申

請者」という。）は、あらかじめ、浦和区２０周年デザイン使用承諾申請書

（様式第１号）に必要な書類を添付し、さいたま市浦和区長（以下「区長」

という。）に申請するものとする。ただし、市が使用する場合はこの限りで



   

ない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があった場合、その内容を審査し、使用を

承諾したときは浦和区２０周年デザイン使用承諾通知書（様式第２号）を、

使用を承諾しなかったときは浦和区２０周年デザイン使用不承諾通知書（様

式第３号）を申請者に交付するものとする。 

 （使用承諾申請書の内容変更） 

第５条 前条第２項の規定により使用の承諾を受けた者（以下「受諾者」とい

う。）が、承諾された後に使用承諾申請書の内容に変更が生じたときは、あ

らかじめ、浦和区２０周年デザイン使用変更申請書（様式第４号）により区

長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、内容

の変更を承諾したときは浦和区２０周年デザイン使用変更承諾通知書（様式

第５号）を、内容の変更を承諾しなかったときは浦和区２０周年デザイン使

用変更不承諾通知書（様式第６号）を受諾者に交付するものとする。 

 （使用上の遵守事項） 

第６条 受諾者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴  使用するデザインは、「さいたま市浦和区区制施行２０周年記念デザイ

ンマニュアル」に掲載されているものとすること。 

 ⑵ 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変など、応用使用は

しないこと。 

（実績の報告） 

第７条 受諾者は、市が行う実績把握に協力するため、任意の様式で実績報告

を行うこと。 

 （受諾者の違反等に対する取扱い） 

第８条 区長は、受諾者がこの要綱の規定に違反したときは、使用の差止めの

請求、必要な指示等を行うことができる。 



   

２ 区長は、受諾者が前項の規定による差止め請求、必要な指示等に従わない

ときは、使用の承諾を取り消すことができる。 

３ 区長は、前項の規定により承諾を取り消した場合は、当該受諾者に対して、

浦和区２０周年デザイン使用承諾取消通知書（様式第７号）によりその旨を

通知しなければならない。 

 （損失等の責任） 

第９条 市は、浦和区２０周年デザインの使用の承諾又はその取消しに起因す

る事故、損害等について、一切の責任を負わない。 

２ 受諾者は、浦和区２０周年デザインの使用に際し、故意又は過失により市

に損害を与えた場合は、速やかに市に賠償しなければならない。 

 （使用期間） 

第１０条 浦和区２０周年デザインの使用期間は、令和１５年３月３１日まで

とする。ただし、市が使用する場合は、この限りでない。 

 （その他） 

第１１条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

   附  則 

 この要綱は、令和５年８月１６日から施行する。 

  



   

様式第１号（第４条関係） 

 

浦和区２０周年デザイン使用承諾申請書 

 

年  月  日  

 

（宛先）浦和区長 

 

申請者 住所（所在地） 

                       

 

 氏名（名称及び代表者名）  

                   
      

 

さいたま市浦和区区制施行２０周年記念デザイン使用取扱要綱を確認した上

で、次のとおり浦和区２０周年デザインを使用したいので申請します。 

 

１ 使用対象物 

 

 

 

２ 使用目的及び使用方法 

 

 

 

３ 使用時期 

 

 

 

４ 連絡先 

担当者名  
電話番号  
メールアドレス  

 

 

※ 浦和区２０周年デザインを使用する位置等を示した図案、レイアウト、原

稿等を添付してください。 



   

様式第２号（第４条関係） 

 

浦和区２０周年デザイン使用承諾通知書 

 

年  月  日  

 

さいたま市浦和区役所 

                         区長 ○ ○ ○ ○印  

 

 

     年  月  日付けで申請のありました、浦和区２０周年デザイン

の使用については、次のとおり承諾します。 

 

１ 承諾内容 

 

 

 

２ 承諾番号 第    号 

 

 

 

 

 



   

様式第３号（第４条関係） 

 

浦和区２０周年デザイン使用不承諾通知書 

 

年  月  日  

 

様 

 

さいたま市浦和区役所 

                         区長 ○ ○ ○ ○印 

 

 

年  月  日付けで申請のありました、浦和区２０周年デザインの使

用については、次の理由により不承諾といたします。 

 

理由 

 



   

様式第４号（第５条関係） 

 

浦和区２０周年デザイン使用変更申請書 

 

年  月  日  

 

（宛先）浦和区長 

 

申請者 住所（所在地） 

                       

 

 氏名（名称及び代表者名） 

                   
      

 

 

承諾番号第    号の内容について、次のとおり変更したいので申請しま

す。 

 

（変更内容） 

 

 

 

 

 

 

※ 浦和区２０周年デザインを使用する位置等を示した図案、レイアウト、原

稿等を添付してください。 



   

様式第５号（第５条関係） 

 

浦和区２０周年デザイン使用変更承諾通知書 

 

年  月  日  

 

様 

 

さいたま市浦和区役所 

                         区長 ○ ○ ○ ○印 

 

 

     年  月  日付けで申請のありました、浦和区２０周年デザイン

の使用変更については、次のとおり承諾します。 

 

１ 承諾内容 

 

 

 

２ 承諾番号 第    号 

 



   

様式第６号（第５条関係） 

 

浦和区２０周年デザイン使用変更不承諾通知書 

 

年  月  日  

 

様 

 

さいたま市浦和区役所 

                         区長 ○ ○ ○ ○印 

 

 

     年  月  日付けで申請のありました、浦和区２０周年デザイン

の使用変更については、次の理由により不承諾といたします。 

 

理由 

 

  



   

様式第７号（第８条関係） 

 

浦和区２０周年デザイン使用承諾取消通知書 

 

年  月  日  

 

様 

 

さいたま市浦和区役所 

                         区長 ○ ○ ○ ○印 

 

 

     年  月  日付けで承諾した、承諾番号第    号に係る浦和

区２０周年デザインの使用については、次の理由により使用承諾を取り消しい

たします。 

 

理由 

 

 

  

 


